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(57)【要約】
【課題】医用画像の表示後、読影作業に移行する前に必
要であった無駄な操作をなくすことで、ユーザである読
影医の負担を低減する。
【解決手段】医用画像表示システム１００によれば、ク
ライアント端末２０のＣＰＵ２１は、選択された検査の
医用画像群を医用画像ＤＢ１６１から取得して表示部２
３のビューア画面２３１に表示する際に、表示する医用
画像群のうち予め設定された初期選択対象画像の条件に
合致する医用画像を操作部２２による操作対象として予
め選択された状態でビューア画面２３１を初期表示する
。
【選択図】図８Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段と、
　操作手段と、
　付帯情報を有する医用画像群を記憶する記憶手段と、
　前記表示手段に複数の医用画像を表示する際に前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で表示する医用画像の条件を設定するための設定手段と、
　前記記憶手段に記憶されている医用画像群の中から前記表示手段の表示対象となる複数
の医用画像を取得する画像取得手段と、
　前記画像取得手段により取得された複数の医用画像の中から前記付帯情報の内容が前記
設定手段により設定された医用画像の条件に合致する医用画像を前記操作手段による操作
対象として選定する画像選定手段と、
　前記画像選定手段により選定された医用画像を前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で前記画像取得手段により取得された複数の医用画像を前記表示手段に表
示させる表示制御手段と、
　を備える医用画像表示システム。
【請求項２】
　前記医用画像のそれぞれが有する付帯情報は、当該医用画像を取得した検査に関する検
査情報を含み、
　前記表示手段は、検査毎に、その検査において取得された複数の医用画像を並べて表示
するものであり、
　前記表示手段への表示対象となる検査を選択するための検査選択手段を備え、
　前記画像取得手段は、前記検査選択手段により選択された検査の検査情報を含む付帯情
報を有する医用画像を前記記憶手段から取得する請求項１に記載の医用画像表示システム
。
【請求項３】
　前記医用画像のそれぞれが有する付帯情報は、更に、当該医用画像が属するシリーズに
関するシリーズ情報を含み、
　前記設定手段は、前記操作手段による操作対象として予め選択された状態で表示される
医用画像の検査及びシリーズの条件を設定可能であり、
　前記画像選定手段は、前記画像取得手段により取得された医用画像の付帯情報の内容が
前記設定手段により設定された検査の条件に合致した場合、前記画像取得手段により取得
された医用画像の中から前記付帯情報の内容が前記設定手段により設定されたシリーズの
条件に合致する医用画像を前記操作手段による操作対象として選定し、
　前記表示制御手段は、前記画像取得手段により取得された複数の医用画像をシリーズ別
に配置して前記表示手段に表示させるとともに、前記画像選定手段により選定されたシリ
ーズの医用画像を前記操作手段による操作対象として予め選択された状態で前記表示手段
に表示させる請求項２に記載の医用画像表示システム。
【請求項４】
　前記医用画像表示システムにログインするユーザのユーザ情報を入力するためのユーザ
情報入力手段を備え、
　前記設定手段は、ユーザ毎に前記操作手段による操作対象として予め選択された状態で
表示する医用画像の条件を設定し、設定された条件をユーザ情報に対応付けて設定情報記
憶手段に記憶し、
　前記画像選定手段は、前記ユーザ情報入力手段により入力されたユーザ情報に対応する
条件を前記設定情報記憶手段から取得して、前記付帯情報の内容が当該取得された条件に
合致する医用画像を前記操作手段による操作対象として選定する請求項１～３の何れか一
項に記載の医用画像表示システム。
【請求項５】
　表示手段と、操作手段と、を備え、付帯情報を有する医用画像群を記憶する記憶手段か
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ら医用画像を取得して表示する医用画像表示装置に用いられるコンピュータを、
　前記表示手段に複数の医用画像を表示する際に前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で表示する医用画像の条件を設定するための設定手段、
　前記記憶手段に記憶されている医用画像群の中から前記表示手段の表示対象となる複数
の医用画像を取得する画像取得手段、
　前記画像取得手段により取得された複数の医用画像の中から前記付帯情報の内容が前記
設定手段により設定された医用画像の条件に合致する医用画像を前記操作手段による操作
対象として選定する画像選定手段、
　前記画像選定手段により選定された医用画像を前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で前記画像取得手段により取得された複数の医用画像を前記表示手段に表
示させる表示制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像表示システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の分野では、患者を撮影した医用画像のデジタル化が実現されている。デジタル化
は、ＣＲ（Computed Radiography）装置、ＣＴ（Computed Tomography）装置、ＭＲＩ（M
agnetic Resonance Imaging）装置等の画像生成装置、カセッテ読み取り装置等の各種モ
ダリティにより行われる。デジタル化された医用画像は、患者の患者情報や検査情報等と
ともにデータ管理サーバにより一元的に管理される。具体的には、医用画像とＤＩＣＯＭ
（Digital Imaging and Communications in Medicine）規格に適合するＤＩＣＯＭ基本情
報（付帯情報）とがデータ管理サーバのデータベースに登録され、管理されている。
【０００３】
　近年、ＣＴ装置やＭＲＩ装置のような多数のシリーズを有する検査の増加に伴い、医用
画像を表示手段に表示する際の初期表示の重要性が求められている。これは、シリーズ数
が多いため、初期表示の段階で意図したシリーズの医用画像群を意図した場所に表示させ
、少しでも操作の負担削減を図りたい、およびスムーズな読影操作の開始を行いたいとい
うユーザの要望から生じている。
【０００４】
　これに対し、例えば、特許文献１には、複数の医用画像を、撮影方向や撮影手技のよう
なパラメータに基づいて観察に有効な位置関係に並べて表示するシステムが記載されてい
る。また、初期表示の際の医用画像の配置条件をユーザが予め指定しておき、指定された
配置条件で医用画像を初期表示する、所謂ハンギングプロトコル機能も知られている。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－０５６９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の記載の技術やハンギングプロトコル機能によれば、医用画像を表示する際
の配置については考慮されている。しかしながら、操作対象として初期選択される医用画
像についての配慮はなく、一般的に、表示手段において最も左上に配置された医用画像が
操作対象として選択された状態で初期表示されるようになっている。これでは、せっかく
読影しやすいように医用画像を並べて初期表示を行ったとしても、ユーザは、まず操作対
象の医用画像を探して選択する作業を行う必要があり、即座に読影作業（画像切替操作や
画像処理操作）に移行することができない。
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【０００７】
　例えば、ＣＴ装置では、一般的に、先頭のシリーズに、断層画像が人体のどの位置を表
示しているかを示すスカウト画像を割り当てており、読影対象となる医用画像は２シリー
ズ目以降に割り当てられている。読影に際しては、２シリーズ目以降の医用画像群につい
て画像切替操作を行ったり、画像処理操作を行ったりして読影を行っていくこととなる。
しかし、スカウト画像は一般的に最も左上に配置されることが多く、最も左上に配置され
て表示された医用画像が操作対象として選択された状態で初期表示を行うと、スカウト画
像が選択された状態で初期表示されていることとなってしまう。そのため、ユーザは、医
用画像が表示された後、まずは読影対象の医用画像を探して選択するという無駄な処理を
行うことが必要となってしまう。
【０００８】
　本発明の課題は、医用画像の表示後、読影作業に移行する前に必要であった無駄な操作
をなくすことで、ユーザである読影医の負担を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の医用画像表示システムは、
　表示手段と、
　操作手段と、
　付帯情報を有する医用画像群を記憶する記憶手段と、
　前記表示手段に複数の医用画像を表示する際に前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で表示する医用画像の条件を設定するための設定手段と、
　前記記憶手段に記憶されている医用画像群の中から前記表示手段の表示対象となる複数
の医用画像を取得する画像取得手段と、
　前記画像取得手段により取得された複数の医用画像の中から前記付帯情報の内容が前記
設定手段により設定された医用画像の条件に合致する医用画像を前記操作手段による操作
対象として選定する画像選定手段と、
　前記画像選定手段により選定された医用画像を前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で前記画像取得手段により取得された複数の医用画像を前記表示手段に表
示させる表示制御手段と、
　を備える。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記医用画像のそれぞれが有する付帯情報は、当該医用画像を取得した検査に関する検
査情報を含み、
　前記表示手段は、検査毎に、その検査において取得された複数の医用画像を並べて表示
するものであり、
　前記表示手段への表示対象となる検査を選択するための検査選択手段を備え、
　前記画像取得手段は、前記検査選択手段により選択された検査の検査情報を含む付帯情
報を有する医用画像を前記記憶手段から取得する。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、
　前記医用画像のそれぞれが有する付帯情報は、更に、当該医用画像が属するシリーズに
関するシリーズ情報を含み、
　前記設定手段は、前記操作手段による操作対象として予め選択された状態で表示される
医用画像の検査及びシリーズの条件を設定可能であり、
　前記画像選定手段は、前記画像取得手段により取得された医用画像の付帯情報の内容が
前記設定手段により設定された検査の条件に合致した場合、前記画像取得手段により取得
された医用画像の中から前記付帯情報の内容が前記設定手段により設定されたシリーズの
条件に合致する医用画像を前記操作手段による操作対象として選定し、
　前記表示制御手段は、前記画像取得手段により取得された複数の医用画像をシリーズ別
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に配置して前記表示手段に表示させるとともに、前記画像選定手段により選定されたシリ
ーズの医用画像を前記操作手段による操作対象として予め選択された状態で前記表示手段
に表示させる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３の何れか一項に記載の発明において、
　前記医用画像表示システムにログインするユーザのユーザ情報を入力するためのユーザ
情報入力手段を備え、
　前記設定手段は、ユーザ毎に前記操作手段による操作対象として予め選択された状態で
表示する医用画像の条件を設定し、設定された条件をユーザ情報に対応付けて設定情報記
憶手段に記憶し、
　前記画像選定手段は、前記ユーザ情報入力手段により入力されたユーザ情報に対応する
条件を前記設定情報記憶手段から取得して、前記付帯情報の内容が当該取得された条件に
合致する医用画像を前記操作手段による操作対象として選定する。
【００１３】
　請求項５に記載の発明のプログラムは、
　表示手段と、操作手段と、を備え、付帯情報を有する医用画像群を記憶する記憶手段か
ら医用画像を取得して表示する医用画像表示装置に用いられるコンピュータを、
　前記表示手段に複数の医用画像を表示する際に前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で表示する医用画像の条件を設定するための設定手段、
　前記記憶手段に記憶されている医用画像群の中から前記表示手段の表示対象となる複数
の医用画像を取得する画像取得手段、
　前記画像取得手段により取得された複数の医用画像の中から前記付帯情報の内容が前記
設定手段により設定された医用画像の条件に合致する医用画像を前記操作手段による操作
対象として選定する画像選定手段、
　前記画像選定手段により選定された医用画像を前記操作手段による操作対象として予め
選択された状態で前記画像取得手段により取得された複数の医用画像を前記表示手段に表
示させる表示制御手段、
　として機能させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、医用画像の表示後、読影作業に移行する前に必要であった無駄な操作
をなすことができるので、ユーザである読影医の負担を低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態における医用画像表示システムの全体構成例を示す図である。
【図２】図１の画像管理サーバの機能的構成を示すブロック図である。
【図３】画像タイプを説明するための図である。
【図４】対象検査判別設定ファイルのデータ格納例を示す図である。
【図５】初期選択対象画像設定ファイルのデータ格納例を示す図である。
【図６】図１のクライアント端末の機能的構成を示すブロック図である。
【図７】第１の実施の形態において図１のクライアント端末と画像管理サーバにより実行
される医用画像表示処理の流れを示す図である。
【図８Ａ】図７のステップＳ１２においてクライアント端末の表示部に表示されるビュー
ア画面の一例を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ａに示すビューア画面をハンギングプロトコル機能で表示した場合のビュ
ーア画面の一例を示す図である。
【図９】第２の実施の形態において図１のクライアント端末と画像管理サーバにより実行
される医用画像表示処理Ｂの流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、図を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。ただし、発明の範囲は、図
示例に限定されない。
【００１７】
（第１の実施の形態）
〔医用画像表示システム１００の構成〕
　図１に、第１の実施の形態における医用画像表示システム１００のシステム構成を示す
。
　医用画像表示システム１００は、病院内に設置されるシステムである。図１に示すよう
に、医用画像表示システム１００は、画像管理サーバ１０と、クライアント端末２０と、
がＬＡＮ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Network）等の通信回線からなる
通信ネットワークＮを介してデータ送受信可能に接続されて構成されている。医用画像表
示システム１００を構成する各装置は、ＤＩＣＯＭ（Digital Image and Communications
 in Medicine）規格に準じており、各装置間の通信は、ＤＩＣＯＭに則って行われる。な
お、各装置の台数は、特に限定されない。
【００１８】
〔画像管理サーバ１０の構成〕
　画像管理サーバ１０は、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、ＣＲ装置等の各種モダリティにより生
成された医用画像のデータ、及び医用画像に関する付帯情報を蓄積記憶・管理するコンピ
ュータ装置である。
【００１９】
　図２に、画像管理サーバ１０の機能的構成を示す。
　図２に示すように、画像管理サーバ１０は、ＣＰＵ１１、操作部１２、表示部１３、通
信部１４、ＲＡＭ１５、記憶部１６等を備えて構成され、各部はバス１７により接続され
ている。
【００２０】
　ＣＰＵ１１は、記憶部１６に記憶されている各種プログラム読み出し、ＲＡＭ１５内に
形成されたワークエリアに展開し、該プログラムに従って各部を制御する。
【００２１】
　操作部１２は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された指示信号をＣＰＵ１１に出力する。
【００２２】
　表示部１３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ(Cathode Ray Tube)等のモ
ニタにより構成され、ＣＰＵ１１から入力される表示信号の指示に従って、各種画面や医
用画像等を表示する。
【００２３】
　例えば、表示部１３は、ＣＰＵ１１のからの指示に応じて、クライアント端末２０のビ
ューア画面における初期選択対象画像の設定対象となる検査の条件や初期選択対象画像の
条件を操作部１２により入力するための図示しない設定画面を表示する。初期選択対象画
像とは、複数の医用画像をビューア画面に表示する際に操作対象として予め選択された状
態で初期表示される医用画像である。この設定画面から操作部１２により初期選択対象画
像の条件等が入力されると、ＣＰＵ１１は、記憶部１６に記憶されているプログラムとの
協働により、入力された条件を現在画像管理サーバ１０から医用画像表示システム１００
にログインしているユーザのユーザＩＤに対応付けて記憶部１６の対象検査判別設定ファ
イル１６３及び初期選択対象画像設定ファイル１６４に記憶させる（設定手段）。
【００２４】
　通信部１４は、ＬＡＮアダプタ、ルータ、ＴＡ（Terminal Adapter）等を備え、通信ネ
ットワークＮに接続された各装置とデータの送受信を行う。
【００２５】
　ＲＡＭ１５は、ＣＰＵ１１により実行制御される各種処理において、記憶部１６から読
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み出された各種プログラム、入力若しくは出力データ、及びパラメータ等を一時的に格納
するワークエリアを形成する。
【００２６】
　記憶部１６は、ＨＤＤ（Hard Disc）や半導体の不揮発性メモリ等により構成される。
記憶部１６は、ＣＰＵ１１で実行される各種プログラム、これらのプログラムの実行に必
要なデータ等が記憶されている。
【００２７】
　また、記憶部１６には、図示しないモダリティにより生成された医用画像のデータを格
納する医用画像ＤＢ１６１、医用画像ＤＢ（Data Base）１６１に記憶されている医用画
像に関する付帯情報を検索可能に格納する付帯情報ＤＢ１６２等が記憶されている。
【００２８】
　医用画像ＤＢ１６１において、医用画像は、ＤＩＣＯＭ規格に則ったＤＩＣＯＭファイ
ル形式で保存されている。ＤＩＣＯＭファイルは、画像部とヘッダ部とから構成される。
画像部には医用画像の実データ、ヘッダ部には当該医用画像に関する付帯情報が書き込ま
れている。付帯情報は、モダリティより入力された情報であり、例えば、患者情報、検査
情報、シリーズ情報、画像属性情報を含んで構成されている。
　ここで、シリーズとは、同一検査内で取得された医用画像のうち、互いに関連する一連
の医用画像のまとまりを指す。即ち、検査は、一又は複数のシリーズを含む。例えば、同
一のモダリティで同一の検査部位を同一の方向から撮影することにより得られた医用画像
群（断層画像群）は同一シリーズとして扱われる。また、ＣＴ装置において取得される、
撮影した医用画像が人体のどの位置を表示しているものかを示すスカウト画像もシリーズ
として取り扱われる。
【００２９】
　患者情報は、その医用画像の被写体である患者に関する情報であり、例えば、患者を識
別するための患者識別情報（例えば、患者ＩＤ）、患者の名前、性別、生年月日等の医用
画像の患者に関する各種情報が含まれる。
　検査情報は、その医用画像が取得された検査に関する情報であり、例えば、検査を識別
するための検査識別情報（例えば、検査ＩＤ）、検査日付、担当医師、モダリティの種類
（ＣＴ、ＭＲＩ、ＣＲ等）、部位、ステーション名（個々のモダリティの装置名（機器名
））、検査記述等の検査に関する各種情報が含まれる。なお、モダリティの種類（ＣＴ、
ＭＲＩ、ＣＲ等）、部位、ステーション名（個々のモダリティの装置名（機器名））等は
、シリーズ情報に含まれることもある。
【００３０】
　シリーズ情報は、その医用画像が属するシリーズを識別するためのシリーズ番号、シリ
ーズの画像タイプ、シリーズ記述等のシリーズに関する各種情報が含まれる。
　ここで、画像タイプは、例えば、モダリティで生成されたオリジナル画像であるか又は
オリジナル画像からの生成画像であるかを示す値、一次画像であるか又は二次画像（セカ
ンダリキャプチャ）であるかを示す値、モダリティにより特有に規定された値等の複数の
値から構成されている。モダリティにより特有に規定された値としては、例えば、画像の
種別や撮影方向を識別するための値等が挙げられる。例えば、ＣＴ装置で生成された画像
の場合、スカウト画像であるか又はＡＸＩＡＬ画像であるかを識別するための値が含まれ
る。ここで、ＡＸＩＡＬ画像とは、図３に示すように、人体をｚ方向（頭－足方向）へス
ライスする断面のことを指す。ＣＴ装置では人体をｚ方向へスライスする断面を撮影する
ので、ＣＴ装置で得られた画像の画像タイプには、スカウト画像又はＡＸＩＡＬ画像の何
れかを示す値が含まれることとなる。なお、人体をｘ方向へスライスした断層画像はＳＡ
ＧＩＴＴＡＬ画像、人体をｙ方向へスライスした断層画像はＣＯＲＯＮＡＬ画像という。
　シリーズ記述は、主に施設毎に規定される値である。例えば、シリーズ撮影時のパラメ
ータ等が挙げられる。
【００３１】
　画像属性情報は、その医用画像を識別するための画像識別情報（例えば、画像ＩＤ）、
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同一シリーズとして生成した医用画像の並び順（撮影された順番）を示す画像番号、画像
生成時刻、医用画像の格納場所を示すファイルパス名等の画像に関する各種情報が含まれ
る。
　なお、同じ検査で取得された医用画像の付帯情報には同一の検査情報が含まれ、同じ検
査の同じシリーズに属する医用画像の付帯情報には同一のシリーズ情報が含まれる。
【００３２】
　また、記憶部１６には、設定情報記憶手段として、対象検査判別設定ファイル１６３、
初期選択対象画像設定ファイル１６４が記憶されている。
　対象検査判別設定ファイル１６３は、ユーザ毎に（ユーザＩＤに対応付けて）、クライ
アント端末２０に表示される読影診断用の画面であるビューア画面（図８Ａ、図８Ｂ参照
）における初期選択対象画像の設定対象となる検査を判別するための条件が格納されたフ
ァイルである。図４に、対象検査判別設定ファイル１６３のデータ格納例を示す。図４に
示すように、対象検査判別設定ファイル１６３は、ユーザＩＤ、モダリティ、検査部位、
ステーション名、検査記述、選択条件ＩＤ等の項目を有している。
　初期選択対象画像設定ファイル１６４は、ユーザ毎に（ユーザＩＤに対応付けて）、対
象検査判別設定ファイル１６３に設定された条件に合致する検査で得られた医用画像をビ
ューア画面に表示する際の初期選択対象画像の条件が格納されたファイルである。図５に
、初期選択対象画像設定ファイル１６４のデータ格納例を示す。図５に示すように、初期
選択対象画像設定ファイル１６４は、ユーザＩＤ、選択条件ＩＤ、シリーズ番号、画像タ
イプ、シリーズ記述等の項目を有している。
　なお、対象検査判別設定ファイル１６３、初期選択対象画像設定ファイル１６４に記憶
される設定情報は、ユーザが操作部１２から入力することもできるし、クライアント端末
２０の操作部２２から入力することも可能である。
【００３３】
　また、記憶部１６は、医用画像表示システム１００にログイン可能なユーザのユーザ情
報（ユーザＩＤ及びパスワード等）が記憶されている。
【００３４】
〔クライアント端末２０の構成〕
　クライアント端末２０は、画像管理サーバ１０に蓄積記憶されている医用画像を取得し
て、医師の読影用に表示するためのＰＣ（Personal Computer）等の端末装置である。
【００３５】
　図６に、クライアント端末２０の機能的構成を示す。
　図６に示すように、クライアント端末２０は、ＣＰＵ２１、操作部２２、表示部２３、
通信部２４、ＲＡＭ２５、記憶部２６等を備えて構成され、各部はバス２７により接続さ
れている。
【００３６】
　ＣＰＵ２１は、記憶部２６に記憶されている各種プログラムを読み出し、ＲＡＭ２５内
に形成されたワークエリアに展開し、該プログラムに従って各部を制御する。
【００３７】
　操作部２２は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された指示信号をＣＰＵ２１に出力する。
【００３８】
　表示部２３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ(Cathode Ray Tube)等のモ
ニタにより構成され、ＣＰＵ２１から入力される表示信号の指示に従って、各種画面や医
用画像等を表示する。
【００３９】
　例えば、表示部２３は、ＣＰＵ２１のからの指示に応じて、ビューア画面２３１におけ
る初期選択対象画像の設定対象となる検査の条件や初期選択対象画像の条件を操作部２２
により入力するための図示しない設定画面を表示する。この設定画面から操作部２２によ
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り初期選択対象画像等の条件が入力されると、ＣＰＵ２１は、記憶部に記憶されているプ
ログラムとの協働により、入力された条件を通信部２４により画像管理サーバ１０に送信
し、画像管理サーバ１０に対し、操作部２２により入力された設定内容を現在クライアン
ト端末２０から医用画像表示システム１００にログインしているユーザのユーザＩＤに対
応付けて記憶部１６の対象検査判別設定ファイル１６３及び初期選択対象画像設定ファイ
ル１６４に記憶させる（設定手段）。
【００４０】
　通信部２４は、ＬＡＮアダプタ、ルータ、ＴＡ（Terminal Adapter）等を備え、通信ネ
ットワークＮに接続された各装置とデータの送受信を行う。
【００４１】
　ＲＡＭ２５は、ＣＰＵ２１により実行制御される各種処理において、記憶部２６から読
み出された各種プログラム、入力若しくは出力データ、及びパラメータ等を一時的に格納
するワークエリアを形成する。
【００４２】
　記憶部２６は、ＨＤＤ（Hard Disc）や半導体の不揮発性メモリ等により構成される。
記憶部２６は、ＣＰＵ２１で実行される各種プログラム、これらのプログラムの実行に必
要なデータ、各種設定情報等を記憶する。各種プログラムは、コンピュータ読み取り可能
なプログラムコードの形態で記憶部２６に格納され、ＣＰＵ２１は、当該プログラムコー
ドに従った動作を逐次実行する。
【００４３】
〔医用画像表示システム１００の動作〕
　次に、医用画像表示システム１００の動作について説明する。
　図７に、クライアント端末２０及び画像管理サーバ１０により実行される医用画像表示
処理のフローを示す。医用画像表示処理のクライアント端末２０側の処理は、ＣＰＵ２１
と記憶部２６に記憶されているプログラムとの協働により実行される。医用画像表示処理
の画像管理サーバ１０側の処理は、ＣＰＵ１１と記憶部１６に記憶されているプログラム
との協働により実行される。
【００４４】
　クライアント端末２０において、操作部２２の操作によりビューア（医用画像表示シス
テム１００で医用画像の表示を行うプログラム）が起動されると（ステップＳ１）、表示
部２３に医用画像表示システム１００へのログイン画面が表示され、ログイン画面から操
作部２２により入力されたユーザＩＤ及びパスワードが通信部２４により画像管理サーバ
１０に送信される（ステップＳ２：ユーザ情報入力手段）。
【００４５】
　画像管理サーバ１０においては、通信部１４によりユーザＩＤ及びパスワードが受信さ
れると、ユーザ認証が行われる（ステップＳ３）。ユーザ認証後、記憶部１６に記憶され
ている対象検査判別設定ファイル１６３から、クライアント端末２０より入力されたユー
ザＩＤに対応するレコード（対象検査判別設定情報と呼ぶ）が読み出されるとともに、初
期選択対象画像設定ファイル１６４から、前記入力されたユーザＩＤに対応するレコード
（初期選択対象画像設定情報と呼ぶ）が読み出され、読み出された対象検査判別設定情報
及び初期選択対象画像設定情報が通信部１４によりクライアント端末２０に送信される（
ステップＳ４）。クライアント端末２０においては、通信部２４により対象検査判別設定
情報及び初期選択対象画像設定情報が受信されると、受信されたこれらの設定情報がＲＡ
Ｍ２５に記憶される（ステップＳ５）。
【００４６】
　次いで、操作部２２の操作に応じて医用画像の表示対象となる検査の選択が行われ、通
信部２４により画像管理サーバ１０に対し、選択された検査の医用画像の取得要求が送信
される（ステップＳ６）。
　ステップＳ６においては、まず、操作部２２による検索画面の表示指示に応じて表示部
２３に検索画面が表示される。検索画面は、表示対象の検査の検索条件を入力するための
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画面である。検索画面において操作部２２により患者ＩＤ、検査日付等の検索条件が入力
されると、通信部２４により入力された検索条件に合致する検査の検索要求が画像管理サ
ーバ１０に送信される。画像管理サーバ１０においては、付帯情報ＤＢ１６２から検索条
件に合致した検査が検索され、検索条件に合致した検査リストが作成されて通信部１４に
よりクライアント端末２０に送信される。クライアント端末２０においては、通信部１４
により検査リストが受信されると、検査リスト画面が表示部２３に表示される。検査リス
ト画面は、例えば、検査ＩＤ、患者ＩＤ、患者氏名、モダリティ種、検査部位等の項目を
有するリストが検査単位で表示され、表示部２３への医用画像の表示対象とする検査を操
作部２２を介して選択可能な構成となっている（検査選択手段）。操作部２２の操作によ
り表示対象の検査の医用画像が選択されると、選択された検査の検査ＩＤとともに、当該
選択された検査に対応する医用画像の取得要求が通信部２４により画像管理サーバ１０に
送信される。
【００４７】
　画像管理サーバ１０においては、通信部１４により医用画像の取得要求が受信されると
、取得要求された検査の検査ＩＤを含む付帯情報を有する医用画像が記憶部１６の医用画
像ＤＢ１６１から検索されて取得され、通信部１４によりクライアント端末２０に送信さ
れる（ステップＳ７：画像取得手段）。
【００４８】
　クライアント端末２０においては、選択された検査の医用画像が通信部２４により受信
されると、取得された医用画像の付帯情報及びＲＡＭ２５に記憶されている対象検査判別
設定情報に基づいて、医用画像の表示対象となっている検査（ステップＳ６で選択された
検査）が初期選択対象画像の設定対象の検査であるか否かが判断される（ステップＳ８）
。具体的には、画像管理サーバ１０から取得された医用画像の付帯情報が参照され、その
付帯情報の内容が対象検査判別設定情報の何れかの条件（対象検査ＩＤ及び選択条件ＩＤ
を除く各項目のＡＮＤ条件、空白の項目は条件なし）と合致しているか否かが判断される
。合致している場合、初期選択対象画像の設定対象の検査であると判断される。
【００４９】
　ここで、一般的に、ビューア画面においては、複数の画像表示領域が設けられ、初期表
示時は左上の画像表示領域に表示された医用画像が一律に操作部の操作対象として選択さ
れた状態で表示される。複数の画像表示領域のそれぞれには、シリーズが割り当てられて
そのシリーズに属する医用画像が表示される。特にユーザの指定がなければ、左上の画像
表示領域にはシリーズ番号が最も小さいシリーズ（１シリーズ目）の医用画像が表示され
る。しかし、例えばＣＴ装置においては、１シリーズ目にはスカウト画像が割り当てられ
、撮影された医用画像、即ち読影対象となる医用画像は２シリーズ目以降に割り当てられ
る。そのため、ユーザである読影医はビューア画面に医用画像が表示されても即座に読影
作業へと移行することはできず、まずは読影対象となるシリーズの医用画像を操作部２２
により選択し直すという操作を行う必要がある。
　そこで、本実施の形態においては、ステップＳ８において医用画像の表示対象となって
いる検査が初期選択対象画像の設定対象の検査であるか否かを判断し、初期選択対象画像
の設定対象の検査であると判断された場合は、その検査の画像のうち予め設定された条件
に合致する画像を初期選択対象画像として選定し（画像選定手段）、選定された初期選択
対象画像が操作部２２の操作対象として選択された状態でビューア画面２３１を初期表示
する制御を行う（表示制御手段）。
【００５０】
　医用画像の表示対象となっている検査が初期選択対象画像の設定対象の検査ではないと
判断されると（ステップＳ９；ＮＯ）、左上の画像表示領域に表示される医用画像を操作
部２２の操作対象として選択した状態のビューア画面２３１が表示部２３に表示され（ス
テップＳ１０）、医用画像表示処理は終了する。
【００５１】
　一方、医用画像の表示対象となっている検査が初期選択対象画像の設定対象の検査であ
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ると判断されると（ステップＳ９；ＹＥＳ）、画像管理サーバ１０から取得された医用画
像の付帯情報とＲＡＭ２５に記憶されている初期選択対象画像設定情報に基づいて、初期
選択対象画像が選定される（ステップＳ１１）。具体的には、ステップＳ８の判断におい
て画像管理サーバ１０から取得された医用画像の付帯情報と合致した対象検査判別情報の
選択条件ＩＤが取得され、取得された選択条件ＩＤを有する初期選択対象画像設定情報と
付帯情報の内容が合致する医用画像（シリーズ）が初期選択対象画像として選定される。
そして、選択された医用画像（シリーズ）を操作部２２の操作対象として選択した状態の
ビューア画面２３１が表示部２３に初期表示され（ステップＳ１２）、医用画像表示処理
は終了する。
【００５２】
　図８Ａに、ステップＳ１２において表示されるビューア画面２３１の一例を示す。図８
Ａに示すように、ビューア画面２３１には、表示対象として選択された検査に含まれるシ
リーズ数の画像表示領域（ここでは、画像表示領域２３１ａ～２３１ｄの６つ）が配置さ
れている。各画像表示領域２３１ａ～２３１ｆには、一つずつシリーズが割り当てられ、
初期表示では、そのシリーズの先頭の（画像番号が最も小さい）医用画像が表示されてい
る。
　図８Ａに示すビューア画面２３１は、モダリティがＣＴ装置である検査の医用画像を表
示した例である。図４に示す対象検査判別設定ファイル１６３によれば、モダリティがＣ
Ｔ装置で部位が頭部以外の検査は、初期選択対象画像の設定対象の検査であり、選択条件
ＩＤは２に該当するので、選択条件ＩＤが２の初期選択対象画像設定情報に基づいて、シ
リーズ番号が最小で画像タイプがＡＸＩＡＬのシリーズの先頭の医用画像、即ち、画像表
示領域２３１ｂに表示されている医用画像ｄ１が操作部２２の操作対象として選択された
状態で（太枠で囲まれた状態で）表示されている。操作部２２により画像切替操作（例え
ば、マウスホイールの回転操作等）が行われると、選択状態となっているシリーズの医用
画像、即ち、画像表示領域２３１ｂに表示されているシリーズの医用画像が画像番号順に
順次切替表示される。
【００５３】
　このように、ビューア画面２３１においては、ユーザが意図した医用画像が操作部２２
の操作対象として選択された状態で初期表示を行うことができるので、ユーザは改めて読
影対象の医用画像を探して選択する操作を行うことなく、表示直後から即座に画像切替操
作や画像処理操作等の読影操作へと移行することが可能となる。従って、ユーザである読
影医の操作負担を低減することができる。
　また、ユーザによっては、ビューア画面への医用画像の表示後、どの画像が選択されて
いるのかを確認せずに画像切替操作や画像処理操作等を開始する場合がある。この場合、
従来の技術においては意図しない画像を切り替えたり意図しない画像に画像処理を実施し
たりする等の操作ミスが生じる可能性があったが、本実施の形態におけるビューア画面２
３１においてはユーザが意図した画像が操作部２２の操作対象として選択された状態とな
って表示されるので、このような操作ミスを防止することができる。
【００５４】
　なお、図８Ａに示すビューア画面２３１においては、左上の画像表示領域から順にシリ
ーズ番号の小さい順に医用画像（シリーズ）を割り当てているが、ユーザが予め各画像表
示領域に表示する医用画像（シリーズ）の条件を設定しておき、ビューア画面の表示時に
は設定された条件に合致する医用画像をその画像表示領域に表示する、所謂ハンギングプ
ロトコル機能により医用画像の表示位置を決定することとしてもよい。
　本実施の形態によれば、画像表示領域（位置）ではなく初期選択対象画像の条件に合致
した医用画像ｄ１に選択状態が追従するので、例えば、ハンギングプロトコル機能により
医用画像ｄ１が画像表示領域２３１ｄに表示されるような場合であっても、図８Ｂに示す
ように、医用画像ｄ１を操作部２２の操作対象として選択した状態で初期表示することが
できる。このように、本実施の形態によれば、ユーザが意図した医用画像がどこに表示さ
れていても正しく操作対象として選択された状態として初期表示を行うことができる。
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【００５５】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
　第１の実施の形態においては、クライアント端末２０において、画像選定手段を備え、
初期選択対象画像を選定する例ついて説明したが、第２の実施の形態においては、画像管
理サーバ１０側で画像選定手段を備えて初期選択対象画像を選定する場合について説明す
る。
【００５６】
　第２の実施の形態の構成については第１の実施の形態で説明したものと同様であるので
説明を援用する。以下、第２の実施の形態における医用画像表示システム１００の動作に
ついて説明する。
【００５７】
　図９に、第２の実施の形態においてクライアント端末２０及び画像管理サーバ１０によ
り実行される医用画像表示処理Ｂのフローを示す。医用画像表示処理Ｂのクライアント端
末２０側の処理は、ＣＰＵ２１と記憶部２６に記憶されているプログラムとの協働により
実行される。医用画像表示処理Ｂの画像管理サーバ１０側の処理は、ＣＰＵ１１と記憶部
１６に記憶されているプログラムとの協働により実行される。
【００５８】
　クライアント端末２０において、操作部２２の操作によりビューアが起動されると（ス
テップＳ２１）、表示部２３にログイン画面が表示され、ログイン画面から操作部２２に
より入力されたユーザＩＤ及びパスワードが通信部２４により画像管理サーバ１０に送信
される（ステップＳ２２）。
【００５９】
　画像管理サーバ１０においては、通信部１４によりユーザＩＤ及びパスワードが受信さ
れると、ユーザ認証が行われ、認証結果がクライアント端末２０に通知される（ステップ
Ｓ２３）。
【００６０】
　クライアント端末２０においては、認証結果が通知されると、操作部２２の操作に応じ
て医用画像の表示対象となる検査の選択が行われ、通信部２４により画像管理サーバ１０
に対し、選択された検査の医用画像の取得要求が送信される（ステップＳ２４）。ステッ
プＳ２４の処理は、第１の実施の形態で説明した図７のステップＳ６と同様であるので説
明を援用する。
【００６１】
　画像管理サーバ１０においては、通信部１４により医用画像の取得要求が受信されると
、取得要求された検査の医用画像が医用画像ＤＢ１６１から検索されて取得される（ステ
ップＳ２５）。また、記憶部１６に記憶されている対象検査判別設定ファイル１６３から
、ステップＳ２３でクライアント端末２０から入力されたユーザＩＤに対応するレコード
（対象検査判別設定情報と呼ぶ）が読み出される。そして、医用画像ＤＢ１６１から取得
された医用画像の付帯情報と、読み出されたレコード、即ち対象検査判別設定情報に基づ
いて、クライアント端末２０で選択された検査（ステップＳ２４で選択された検査）が初
期選択対象画像の設定対象の検査であるか否かが判断される（ステップＳ２６）。具体的
には、医用画像ＤＢ１６１から取得された医用画像の付帯情報が参照され、その付帯情報
の内容が対象検査判別設定情報の何れかの条件（対象検査ＩＤ及び選択条件ＩＤを除く各
項目のＡＮＤ条件、空白の項目は条件なし）と合致しているか否かが判断される。合致し
ている場合、初期選択対象画像の設定対象の検査であると判断される。
【００６２】
　クライアント端末２０で選択された検査が初期選択対象画像の設定対象の検査ではない
と判断されると（ステップＳ２７；ＮＯ）、ステップＳ２５で取得された医用画像及び初
期選択対象画像が存在しない旨を示す情報が通信部１４によりクライアント端末２０に送
信される（ステップＳ２８）。
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【００６３】
　一方、クライアント端末２０で選択された検査が初期選択対象画像の設定対象の検査で
あると判断されると（ステップＳ２７；ＹＥＳ）、記憶部１６に記憶されている初期選択
対象画像設定ファイル１６４から、ステップＳ２３でクライアント端末２０から入力され
たユーザＩＤに対応するレコード（初期選択対象画像設定情報と呼ぶ）が読み出され、医
用画像ＤＢ１６１から取得された医用画像の付帯情報と初期選択対象画像設定情報に基づ
いて、初期選択対象画像が選定される（ステップＳ２９）。具体的には、ステップＳ２６
の判断において医用画像ＤＢ１６１から取得された医用画像の付帯情報と合致した対象検
査判別情報の選択条件ＩＤが取得され、取得された選択条件ＩＤを有する初期選択対象画
像設定情報と付帯情報の内容が合致する医用画像（シリーズ）が初期選択対象画像として
選定される。そして、ステップＳ２５で取得された医用画像と、初期選択対象画像を示す
情報（例えば、シリーズ番号等）が通信部１４によりクライアント端末２０に送信される
（ステップＳ３０）。
【００６４】
　クライアント端末２０においては、通信部２４により医用画像が受信されると、初期選
択対象画像を示す情報が受信されたか否かが判断される（ステップＳ３１）。
　初期選択対象画像を示す情報が受信されていないと判断されると（ステップＳ３１；Ｎ
Ｏ）、左上の画像（画像表示領域）を選択した状態のビューア画面２３１が表示部２３に
表示され（ステップＳ３２）、医用画像表示処理Ｂは終了する。
　一方、初期選択画像を示す情報が受信されたと判断されると（ステップＳ３１；ＹＥＳ
）、初期選択画像を示す情報により指定された医用画像（シリーズ）が操作部２２の操作
対象として選択された状態のビューア画面２３１が表示部２３に表示され（ステップＳ３
３）、医用画像表示処理Ｂは終了する。
【００６５】
　以上説明したように、医用画像表示システム１００によれば、クライアント端末２０の
ＣＰＵ２１は、選択された検査の医用画像群を医用画像ＤＢ１６１から取得して表示部２
３のビューア画面２３１に表示する際に、表示する医用画像群のうち予め設定された初期
選択対象画像の条件に合致する医用画像を操作部２２による操作対象として予め選択され
た状態でビューア画面２３１を初期表示する。
【００６６】
　従って、ユーザが意図した医用画像が操作部２２の操作対象として選択された状態でビ
ューア画面２３１を初期表示するので、ユーザは改めて読影対象の医用画像を画面上で探
して選択する操作を行うことなく、表示直後から即座に画像切替操作や画像処理操作等の
読影操作へ移行することが可能となる。従って、ユーザである読影医の操作負担を低減す
ることができる。
【００６７】
　また、対象検査判別設定ファイル１６３、及び対象検査判別設定ファイル１６３に記憶
する設定情報は、ユーザ毎に設定することができるので、多数のユーザが医用画像表示シ
ステム１００を利用して読影を行う場合であっても、個々のユーザが意図した医用画像を
操作部２２の操作対象として選択された状態でビューア画面２３１を初期表示することが
可能となる。
【００６８】
　なお、上記実施の形態における記述内容は、本発明の好適な一例であり、これに限定さ
れるものではない。
　例えば、上記実施の形態においては、医用画像の付帯情報として、ＤＩＣＯＭ規格に則
ったＤＩＣＯＭファイルのヘッダ部の情報を利用することとして説明したが、これに限定
されず、例えば、モダリティ等のメーカが特有に扱う付帯情報であってもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態においては、まず、表示対象として選択された検査が初期選択対
象画像の設定対象となる検査であるかを判別し（１段階目）、初期選択対象画像の設定対
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象の検査である場合に、初期選択対象画像を選定する（２段階目）こととしたが、これに
限定されない。例えば、対象検査判別設定ファイル１６３と初期選択対象画像設定ファイ
ル１６４を一つのテーブルとし、１段階で初期選択対象画像を選定するように構成しても
よい。また、より条件を細かく分割し、３段階以上の複数段階で初期選択対象画像を選定
することとしてもよい。
【００７０】
　また、上記実施の形態で示した対象検査判別設定ファイル１６３と初期選択対象画像設
定ファイル１６４の内容は、初期選択対象画像の条件の一例であり、これに限定されるも
のではない。付帯情報に含まれる、これらのファイルに挙げた項目以外の項目を初期選択
対象画像の条件として用いることとしてもよい。
　また、上記実施の形態においては、上記対象検査判別設定ファイル１６３及び初期選択
対象画像設定ファイル１６４を画像管理サーバ１０に記憶しておくこととしたが、これに
限定されない。例えば、対象検査判別設定ファイル１６３をサーバ側、初期選択対象画像
設定ファイル１６４をクライアント側で管理するというように、保存場所を分けることと
してもかまわない。また、第１の実施の形態のように、クライアント端末２０側で初期選
択対象画像の設定対象となる検査や初期選択対象画像を判別する場合、クライアント端末
２０に双方のファイルを持たせることしてもよい。
　また、上記実施の形態においては、初期選択対象画像の設定対象の検査や初期選択対象
画像の条件をファイル形式で保持することとしたが、どのような形式で保持することとし
てもよい。
【００７１】
　また、上記実施の形態においては、ユーザ毎に初期選択対象画像の条件を設定すること
として説明したが、これに限定されず、例えば、施設毎、診療科毎、装置毎としてもよい
。
【００７２】
　また、上記実施の形態においては、初期選択対象画像が１つとなる場合を例にとり説明
したが、初期選択対象画像が複数となるように条件を設定してもよい。また、この場合、
初期表示から複数画像を選択状態にして同期操作するようにしてもよい。
【００７３】
　また、上記実施の形態においては、本発明を画像管理サーバ１０及びクライアント端末
２０を備える医用画像表示システムに適用する場合について説明したが、画像管理サーバ
１０とクライアント端末２０の双方の機能を備えた単体のコンピュータ装置からなる医用
画像表示システムに本発明を適用することとしてもよい。この場合、コンピュータ装置の
記憶部には、設定手段、画像取得手段、画像選定手段、表示制御手段の機能を実現するた
めのプログラムが記憶され、ＣＰＵとこのプログラムとの協働により本発明が実現される
。
【００７４】
　また、上記の説明では、本発明に係るプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体と
してハードディスクや半導体の不揮発性メモリ等を使用した例を開示したが、この例に限
定されない。その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型
記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを通信回
線を介して提供する媒体として、キャリアウエーブ（搬送波）も適用される。
【００７５】
　その他、医用画像表示システムを構成する各装置の細部構成及び細部動作に関しても、
本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００７６】
１００　医用画像表示システム
１０　画像管理サーバ
１１　ＣＰＵ
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１２　操作部
１３　表示部
１４　通信部
１５　ＲＡＭ
１６　記憶部
１７　バス
１６１　医用画像ＤＢ
１６２　付帯情報ＤＢ
１６３　対象検査判別設定ファイル
１６４　初期選択対象画像設定ファイル
２０　クライアント端末
２１　ＣＰＵ
２２　操作部
２３　表示部
２４　通信部
２５　ＲＡＭ
２６　記憶部
２７　バス
２３１　ビューア画面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図９】
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